
千葉市災害対策本部 本部員会議２３回目 

 

１ 日時 

  令和元年１０月１３日（日）１６時００分～ 

 

２ 議事内容 

（１）本部長指示事項 

・各局区の対応に感謝する。 

・この間、台風 15号を教訓に適切に対応している。 

・避難所を視察したが、市民の皆様もだいぶ落ち着いているように見え、自助・共助の

意識が高まってきていると思っている。 

・緑区の高田と誉田の停電は解消したが、越智はまだ多い。緑区・若葉区の小規模集落

の停電は依然として続いているので、区役所とも連携し丁寧な対応をお願いしたい。 

・台風 19号の被災者支援もこれからというのもあるが、それを・・・ 

・財政局長には指示したが、備蓄品は危機管理部門が把握し、順次手配を。 

・誉田では 99人の避難者があったが、マットが 20人分しかない状況だった。どこかの

施設にはあったのだろうが、備蓄の偏りがあるのだろう。リアルタイムの把握は難し

いだろうが、今後の教訓にしてもらいたい。 

 

（２）各部からの報告 

事務局 

・前回からの変更点について報告。 

・住家被害の一部損壊 ０→２３ 

・住家被害の床下浸水 １→０ ※非住家だったため。 

・停電状況 若葉区約５００、緑区約２，４００ ※最新の状況 

・避難者数 ２２７→１ 

 

消防部 

・資料に基づき説明。 

・朝の報告からの変更については以下の通り。 

・災害出動の火災 花見川区で 1件増 ※電線からの火花で枯草に延焼 

・災害出動のその他 合計１０４→１１４ 

・救急出動の中等症 稲毛区１→２、緑区０→１ 

・救急出動の軽症  稲毛区３→２ 

 



市民部 

・資料に基づき説明。 

・コミュニティセンターは１４日(月)から通常営業。穴川コミュニティセンターは局所

的な雨漏りだったので、１４日(月)から通常営業可能。 

・体育施設は本日から通常営業。 

・ゴルフ場は１５日（火）から通常営業。 

・文化施設は本日から通常営業。 

・シャワーや電源等の無料開放は、明日から当分の間実施する。 

 

こども部 

・資料に基づき説明。 

・公立保育所に大きな被害はない。 

・こどもルームの停電施設（７か所）をどうするかは、現在検討中。日中は明るいので

預かることは可能だが、トイレが使えないなどの問題がある。 

 

教育部 

・資料に基づき説明。 

 

建設部 

・前回の報告からの変更点だが、朝の時点で、倒木は３４件だったものが４７件となっ

ており、若干増えている。 

・市関連の倒木については、１件を除き完了済み。この１件は、先ほど連絡があったも

ので、引き続き対応する。なお、交通への影響はほとんどない。 

・通行止め箇所は１件、ＮＴＴの電柱１件、小中台の東電関連が１件、先ほどの市関連

の倒木１件。小中台の１件は、保育所の前のため、明日中の対応を強く要望している。 

・道路冠水は４件増えているが支障なし。 

・土のうは、約３，５００残っている。 

・農業集落排水は通電が一部ないが、自家発電で対応しており、市民への影響はない。 

・土木事務所等の体制については、通常の夜間対応にシフトに切り替える。 

 

保健福祉部 

・病院については、朝の会議で千葉脳神経外科が停電しているとお話ししたが、朝 9時

の段階で復電している。有床診療所については、朝と同様通電済み 

・障害者施設は引き続き 3施設で停電しているが、1か所は電源車配置済み。残る 2か

所は自家発電もあり、応援は必要ないとのことだが、引き続き情報交換はしていく。 



・高齢者施設の停電は 10から 3か所に減少した。うち、2か所には電源車を要請して

いるが、まだ届いておらず、水素自動車又は発電機 2機を届けて対応している。もう

一つのグループホームには、発電機 2機を貸与している。 

・美浜区以外のいきいきプラザの入浴施設は本日 13時から開館した。明日のいきいき

プラザは停電状況を勘案して、若葉は 17時、緑は 19時まで延長するが、他の区は通

常通りとする。 

・ペット避難所は昼の段階ですべていない状況であったので、巡回は実施していない。 

・斎場については倒木により、裏手のフェンスが破損したが、営業に差し支えないので、

通常通り稼働している。 

 

経済農政部 

・農家の停電対応については、事前に畜産農家４１戸、施設農家５３戸、合計９４戸に

お互いの自家発電機の融通や、機器のレンタル協会を教えるとともに、農政センター

が確保した発電機の貸し出しが可能であることを全戸に伝えた。 

・農家関係では１１戸が停電対象で、そのうち１件から依頼があり、ビニールハウスの

天窓を動かすために、すぐに対応が必要とのことだった。このため、農政センターの

電気技師がすぐに出向いて取り付け、午前中には完了した。ほかに問い合わせはない

が、全戸訪問による調査中。 

 

都市部 

・市内の交通機関については、全て運行している。ただし、久留里線、外房・内房線の

一部で止まっている。 

・一般路線バスは運行中だが、一部迂回ルートあり。 

・コミュニティバスは一部迂回があるが、３路線とも運行中。 

・都市部のジェネレーターの予備については、保健福祉部に全て貸し出し済みで、手元

に在庫はない。 

・ブルーシートの要望は市民から聞いていないが、１５日から県が窓口になって有料で

案内するルールになっている。このため、台風１５号のような対応ではない。相談が

あった場合は、そのようにアナウンスしている。 

・泉自然公園、花島公園の一部を除き、本市の公園は開園する。 

 

水道部 

・プッシュ型の応急給水については、野呂町１４４リットル、越智町１９０リットルを

給水した。 



・高田町においては県企業局が、万花台自治会に３００リットル、高田町自治会に７２

０リットルの支援をした。今回、高田町では余裕のある給水をしたことから、台風１

５号のときと比べると断水の影響はあまりない。 

・区の地域振興課と水道部で調査したが、現時点で給水の要望はない。 

・完全復旧までは、２浄給水場での定点給水を継続する。 

 

総合政策部 

・千葉氏関係の福島県の相馬市が全面断水、明日、飲料水を発送する。 

・ 

 

中央区 

・電話の問い合わせは１０件。なお、その中で被害の問い合わせはなかった。 

・避難所は、椿森公民館で避難者が１人いる。この方は台風１５号で被災し、ブルーシ

ートを張ったが飛散し、家屋が水で濡れて入れない模様。代替の部屋を探しており、

それが決着しないと閉鎖できない。 

→都市部 罹災者用住宅が必要であれば、ストックはある。国が民賃の受付もしてい

るので、オーダー次第では調整可能。必要なら連絡を。 

→中央区 罹災者用住宅の件は話をしているので、並行して対応していく。 

・それ以外の公民館は、問い合わせの相談もないので、椿森以外は閉鎖したい。 

・避難所の閉鎖時間は、１８時を目安としたい。本部の対応を願う。 

・備蓄品については、松ケ丘公民館で、エアーマットを３０ほど備蓄していたが、前回

の台風１５号で全部はけ、３０を保管したが、避難者が多くなり、別の施設から当日

運ぶなどの対応を取った。 

 

若葉区 

・コミュニティセンター２件、公民館８件で避難所を開設したが、停電が解消したとこ

ろは閉鎖する。残り、白井、更科、若松、千城台の各公民館は近くに停電区域がある

ので継続するが、順次閉鎖していく。 

・停電地区の現地調査は、３班体制で、早朝、午前、午後と実施したが、野呂町で約１

０軒にはランタンを届けている。そのほかの地域での停電は、特に把握できなかった。 

・あんしんケアセンターと事前に連携し、共通のシートを作って、停電や給水の情報を

共有した。また、水や食料を預け、必要に応じて配布するよう依頼した。 

→（市長）保健福祉局でうまくまとめてマニュアル化を。 

 

消防部 

・福島県に派遣中の消防ヘリが現在まで４人の救出を完了。 



・東京消防庁がヘリでの救助中、ハーネスで固定していた７０代女性を引き上げ時に誤

って４０メートルほど落下させたとの情報が入った。 

・現時点で原因は不明だが、当市の消防ヘリには、二重三重の安全確認の徹底を指示し

た。 

 

都市部 

・市長が視察の際に気が付かれたことについて。体育館には空調がないので、電源車を

回してクーラーをという話。小学校の体育館は、単相という一般家庭用電源が、平成

２０年以降は分電盤に逆コンセントがあって、それに接続することで、わずかではあ

るが電源供給が可能。 

・なお、公民館等の電源は通常とは違うので、簡単に電源車を持ってきて差し込むこと

はできない。施設設計のあり方については今後検討していきたい。 

→市長 夏場に停電があった場合は、公民館ではなく学校に行ってもらい、かつ移動式

のエアコンでやるのが現実的ということか。 

→都市部 それが最も現実的。なお、コミュニティセンターの体育館にも空調設備は

ない。 

 

教育部 

・井戸水の水質についてだが、３０分から１時間程度の水出しを教育委員会から学校に

依頼しているが、不十分だと思われる事例があった。 

→都市部 非常用の井戸は、特殊な仕組みではなく、非常用の電源があるだけ。井戸

は定期的に動かさないと、赤水、カルキ、詰まりなどが発生する。このため、点検

は非常に大事。改めて防災部門から指示があると思う。 

→市長 グラウンドの散水など、通常用の電源で普段から使用するようにすれば、

教員の負担にもならないかと。そういう方向で、今後、実務的に話し合ってほし

い。 

→教育部 グラウンドに散水している学校は多いが、定期的に散水してもらうに

は、どのようなハードルをクリアすればいいのか探っていきたい。 

 

消防部 

・消防署の隣接に井戸があるが、水は飲めないものと聞いている。 

→事務局 出して飲めるところと、飲めないところがある。生活用水にならないかな

と、今考え始めている。 

→市長 一個一個の課題を整理し、大規模災害の時に飲料水を提供できるようして

もらいたい。今回を教訓にしてもらいたい。 

 



３ 今後の予定 

・明後日、１５日（火）９時からを予定。 

・ただし、明日、万が一大規模停電等があった場合は、対応が必要になることもあるの

で留意されたい。 

 

１６：３３散会 


